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　七
十
五
歳
（
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
人
は
六
十
五
歳
）
以
上
の
人

は
、
現
在
、
国
民
健
康
保
険
や
社

会
保
険
と
呼
ば
れ
る
健
康
保
険
組

合
、
共
済
組
合
な
ど
の
医
療
保
険

に
加
入
し
「
老
人
保
健
制
度
」
で

医
療
を
受
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
四

月
一
日
か
ら
は
、
制
度
が
変
わ

り
、
新
た
に
独
立
し
た
医
療
制
度

と
な
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　保
険
証
が
変
わ
り
ま
す

　医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る

際
、
提
示
し
て
い
た
国
民
健
康
保

険
や
社
会
保
険
の
保
険
証
と
老
人

保
険
法
の
医
療
受
給
者
証
が
、
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
一
枚
を

使
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　医
療
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
老
人
保
健
制
度
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
。

　ま
た
、
窓
口
で
の
患
者
の
負
担

は
、
今
ま
で
ど
お
り
一
割
負
担
に

な
り
ま
す
。
（
た
だ
し
、
住
民
税

課
税
所
得
が
百
四
十
五
万
円
以
上

の
人
は
三
割
負
担
）

　保
険
料
は
一
人
ひ
と
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　か
か
り
ま
す

　社
会
保
険
の
被
保
険
者
の
扶
養

家
族
で
、
現
在
保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
人
も
、
新
た
に
保
険
料
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
九

月
ま
で
は
保
険
料
が
無
料
に
、
十

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
は
九
割
、

そ
の
後
一
年
間
は
五
割
が
軽
減
さ

れ
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　保
険
料
は
ど
う
納
め
る
の
？

　年
金
か
ら
自
動
的
に
差
し
引
い

て
納
め
る
方
法
（
特
別
徴
収
）

と
、
個
別
に
納
め
る
方
法
（
普
通

徴
収
）
が
あ
り
ま
す
。

【
特
別
徴
収
と
な
る
人
】

▼
年
金
額
が
年
額
十
八
万
円
以
上

で
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
、

年
金
額
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

人※
保
険
料
は
、
年
金
の
支
払
期

（
偶
数
月
）
ご
と
に
、
年
金
か
ら

自
動
的
に
保
険
料
が
差
し
引
か
れ

ま
す
。

【
普
通
徴
収
と
な
る
人
】

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い

人

ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
を
減
ら

し
、
病
気
を
予
防
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
健
康
診
断
と
そ
の
後

の
栄
養
・
運
動
指
導
な
ど
を
行
う

も
の
で
す
。

　南
丹
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

四
十
歳
〜
七
十
四
歳
の
人
を
対
象

に
行
い
ま
す
。

　平
成
二
十
年
度
か
ら
市
が
実
施

し
て
き
た
基
本
健
康
診
査
が
、
国

民
健
康
保
険
な
ど
の
各
保
険
者
に

よ
る
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
」
に
な
り
ま
す
。

　こ
れ
は
、
生
活
習
慣
病
を
引
き

起
こ
す
確
率
が
高
い
と
い
わ
れ
て

い
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

四
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
人
を
対
象
に
、

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
す

四
月
一
日
か
ら
始
ま
る
新
し
い
医
療
制
度
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　平
成
二
十
年
四
月
か
ら
医
療
制
度
が
大
き
く
変
わ

り
ま
す
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

▲後期高齢者医療の保険証

　現在、高齢者の医療費が増えています。安定した保険運営を
行うため、75歳未満と75歳以上（後期高齢者）が公平に医療費
を負担し、高齢者の特徴に応じた医療サービスを行うことを目
指すための制度です。
　運営主体は「京都府後期高齢者医療広域連合」となり、保険
料の決定や医療の給付を行います。市は、各種申請や届け出の
受け付け、保険証の引き渡し、保険料の徴収業務を行います。

　保
険
料
の
お
知
ら
せ
方
法
は
？

【
特
別
徴
収
と
な
る
人
】

▼
四
月
の
年
金
振
込
日
ま
で
に
保

険
料
（
仮
算
定
）
を
記
載
し
た
通

知
書
を
送
り
ま
す
。

【
普
通
徴
収
と
な
る
人
】

▼
七
月
に
保
険
料
額
を
記
載
し
た

通
知
書
を
送
り
ま
す
。
一
年
分
の

保
険
料
を
七
月
か
ら
九
回
に
分
け

て
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に

よ
る
普
通
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　年
度
途
中
か
ら
加
入
し
た

場
合
の
保
険
料
は
？

　保
険
料
は
月
割
り
で
計
算
さ

れ
、
被
保
険
者
で
あ
る
期
間
に
相

当
す
る
保
険
料
額
が
賦
課
さ
れ
ま

す
。

●　後期高齢者医療制度とは　●

　乳
幼
児
の
医
療
費
を
二
割
負
担

に
軽
減
す
る
対
象
年
齢
が
、
「
三

歳
未
満
」
か
ら
「
義
務
教
育
就
学

（
小
学
校
入
学
）
前
」
ま
で
に
拡

充
さ
れ
ま
す
。
二
割
と
な
る
の
は

「
六
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
な
り

ま
す
。

※
乳
幼
児
医
療
等
の
適
用
を
受
け

て
い
る
人
は
今
ま
で
ど
お
り
の
負

担
で
す
。

※
申
請
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

　国
民
健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
は
、

七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
人
の
医

療
費
自
己
負
担
割
合
が
、
一
割
の

人
は
二
割
へ
見
直
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十

年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

ま
で
の
一
年
間
、
自
己
負
担
割
合

が
一
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

※
現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
で

す
で
に
三
割
負
担
の
人
や
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る

一
定
の
障
が
い
認
定
を
受
け
た
人

は
除
き
ま
す
。

※
平
成
十
八
年
の
制
度
改
正
で
、

七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
人
の
窓

口
負
担
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年

四
月
か
ら
二
割
負
担
（
現
役
並
み

所
得
が
あ
る
人
で
三
割
負
担
の
人

は
除
く
）
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
も
の
を
据
え
置
く
も

の
で
す
。

　国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
な
ど

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
平
成
二
十

年
度
か
ら
六
十
五
歳
以
上
の
人
の

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
自
動
的
に
差
し
引
い

て
納
め
る
年
金
天
引
き
）
が
始
ま

り
ま
す
。

　世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
全
員
が
六
十
五
歳
以
上
七
十
五

歳
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主
で
あ
っ

て
、
年
額
十
八
万
円
以
上
の
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
が
特
別
徴
収

の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

　た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
国
民

健
康
保
険
税
の
合
算
額
が
年
金
受

給
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合

は
、
国
民
健
康
保
険
税
は
特
別
徴

収
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　な
お
、
南
丹
市
は
、
平
成
二
十

年
十
月
か
ら
特
別
徴
収
を
実
施
し

ま
す
。
対
象
と
な
る
人
に
は
事
前

に
通
知
し
ま
す
。

平成20年３月31日まで
３歳未満　２割負担

平成20年４月１日から
義務教育就学前　２割負担
（６歳に達する日以降の
  最初の３月31日まで）

●特定健診の受け方
　健診を申し込まれた人に南丹市国民健康保険から
「受診券」を送付します。集団健(検)診または指定の
医療機関で受診してください。なお、受診の際は、必
ず「受診券」と「国民健康保険証」をご持参くださ
い。
●集団健（検）診（受診料：無料）
　５月～６月に各地域を巡回します。
●個別健診（受診料：1,000円）
　　指定医療機関で５月～７月の間受診できます。

　皆さんに受診していただく特定健診の受診率は、皆さん
に収めていただいている保険税額に影響します。自身の健
康管理のためにも、特定健診を積極的に受けてください。

特定健診を受診するには

特定健診を積極的に受けましょう

義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
の
自

己
負
担
割
合
が
二
割
に
な
り
ま
す

七
十
歳
〜
七
十
四
歳
の
人
の
医
療

費
自
己
負
担
割
合
を
据
え
置
き

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

︵
天
引
き
︶
が
始
ま
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
先

市
役
所
国
保
医
療
課

☎
〇
七
七
一
│
六
八
│
〇
〇
一
一

各
支
所
健
康
福
祉
課

　八
木
　☎
㈹
四
二
│
二
三
〇
〇

　日
吉
　☎
　六
八
│
〇
〇
三
二

　美
山
　☎
　六
八
│
〇
〇
四
一




